
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） ２６，０２２千円
【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源分）

が充てられる社会保障施策に要する経費 ７９，６０５千円

〇社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

3 1 1

3 1 2

3 1 1

3 1 7

4 1 3

・引き上げ分の地方消費税収は「消費税法第１条第２項に規定する経費（社会保障４経費）その他社会保障施策に要する経費」

　に充てるものである。

・社会保障施策に要する経費とは制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策

　に要する経費であり、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する経費である。

・事務費、事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）等には充当しない。

・社会保障財源分の地方消費税交付金充当事業のみを記載。

25,612合　　計 79,605 26,298 1,673 26,022

小　　計 17,652 49 1,673 8,171 7,759

7,759疾病予防健康増進事業
（ 検 診 及 び 健 康 教 室 事 業 ） 17,652 49 1,673 8,171

小　　計 34,998 26,249 4,374 4,375

2,421

後期高齢者医療保険事業
（ 基 盤 安 定 事 業 繰 出 金 ） 15,633 11,725 1,954 1,954

13,477 13,478

国 民 健 康 保 険 偉 業
（ 基 盤 安 定 事 業 繰 出 金 ） 19,365 14,524 2,420

社
会
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険

保
健
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生

24,555

2,400

高 齢 者 福 祉 事 業
（社会福祉協議会運営補助事業）

高 齢 者 福 祉 事 業
（ 高 齢 者 い き が い セ ン タ ー
運 営 補 助 事 業 ）

事業名

特定財源 一般財源

国道
支出金

町債 その他

社会保障財
源分の地方
消費税交付

金

小　　計 26,955

その他

12,277

1,200

平成２９年度　決算

　消費税率引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障４経費その
他社会保障施策に要する経費

区
分

款 項 目
平成29年度
（決算）

財源内訳
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12,278

1,200


